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このページのお問い合わせは、地域福祉課（☎492－9136）

対　象 拡　　充　　前 拡　　充　　後

外来

１医療機関１薬局あたり　
３割　１日 800円まで月２回

（3回目以降無料）
※低所得者は１日600円まで

１医療機関１薬局あたり　
２割  １日400円まで月２回

（３回目以降無料）

入院

１医療機関１薬局あたり　
１割負担  月3,200円まで

（すこやか医療費による返金）
※低所得者は2,400円まで

一部負担金なし（無料）
（すこやか医療費による返金手続不要）

福祉医療制度についてお知らせ

乳幼児等医療費助成制度を拡充します乳幼児等医療費助成制度を拡充します乳幼児等医療費助成制度を拡充します
　平成27年７月１日から乳幼児等（こども）医療費助成制度を拡充し、小学1年生から
中学３年生までの児童について、一部負担金を軽減します！

●拡充の内容
　外来の一部負担金を引き下げ、これまで入院の一部負担金については役場窓口での返金
手続きにより、無料としていましたが、医療機関窓口で無料となります。

【一部負担金】

小学1年生
から

中学3年生
の児童

※小学校就学前の外来・入院については一部負担金なし

■問合先　地域福祉課　福祉係　☎492－9136

（注意事項）
・県外で受診された医療の助成は、役場地域福祉課での手続きが必要です。印かん（シャチハタ以外）・通
帳・領収書を持って、手続きをしてください。

・健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費（標準負担額）・薬ビン代・診断書等
の文書料・おむつ代等の保険外診療分は助成対象になりません。また、自立支援医療等により医療費の
助成を受けることができるときは、助成対象になりません。

　６月末は福祉（老人・乳幼児等・重度障害者・母子家庭等・高齢重度障害者）医療費受給者証の    
更新時期です。
●更新にあたり、次の①、②および③に当てはまる人は、下記の書類の提出が必要です。
　①H27.1.1以降に保護者等の扶養義務者が、他市町から転入された人
　②保護者および扶養義務者が、稲美町外にいる人
　　⇒平成27年度の市町村民税の所得課税証明書（※児童手当等で既に提出している人は不要です）
　③母子家庭等の人
　　⇒母子家庭等更新申請書（５月下旬に該当者へ郵送。毎年一回「母子家庭等更新申請書」による現況届が必要です）
　　※提出がない場合は、母子家庭等医療費の資格がないものとして次年更新の所得判定は行いません。
●新しい医療費受給証（７月以降有効の医療費受給者証）は、６月下旬ごろに送付します。

問合先　地域福祉課　福祉係　☎492-9136 
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[問合先]
○課税・納税について
　税務課　住民税係　☎492-9132

○届出・給付・資格について
　地域福祉課　福祉係　☎492-9136

後期高齢者医療保険料の料率
についてお知らせします

国民健康保険税の税率後期高齢者医療保険料の料率
についてお知らせします

国民健康保険税の税率後期高齢者医療保険料の料率
についてお知らせします

　平成27年度の後期高齢者医療保険料の
料率と保険料額の上限は前年度と同額です。

均等割額 47,603円

所得割率 9.70%

保険料額の上限 570,000円

[問合先] ○課税・納税について
　税務課　住民税係　☎492-9132

○届出・給付・資格について
　住民課　国保年金係　☎492-9135

国民健康保険税の税率
　平成27年度の国民健康保険税の税率は前年度と同じです。
ただし、最高限度額は表のとおり引き上げます。

区分 医療保険分

所得割率 7.9%

均等割額 27,500円

後期高齢者支援金分

1.9%

7,000円

介護保険分

2.3％

9,000円

平等割額 22,000円 4,100円 4,000円

最高限度額
520,000円

（510,000円）
170,000円

（160,000円）
160,000円

（140,000円）

※下段（ ）内は前年度限度額です。

要
介
護
者
・
心
身
障
害
者
等
で

　
　
　
　 住
宅
改
造
を
お
考
え
の
人
へ

要
介
護
者
・
心
身
障
害
者
等
で

　
　
　
　 住
宅
改
造
を
お
考
え
の
人
へ

要
介
護
者
・
心
身
障
害
者
等
で

　
　
　
　 住
宅
改
造
を
お
考
え
の
人
へ

　
日
常
生
活
に
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
お
よ
び
心
身
障
害
者
が
、
安
心
し

て
健
や
か
な
生
活
が
お
く
れ
る
よ
う
に
、
住
宅
の
改
造
・
増
築
・
改
築
す

る
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
世
帯
】

●
特
別
型
（
改
造
の
場
合
）

（
１
）
介
護
保
険
の
要
介
護
・
要

支
援
認
定
を
受
け
た
人
の

い
る
世
帯

（
２
）
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

ま
た
は
療
育
手
帳
所
持
者

の
い
る
世
帯

（
３
）
介
護
保
険
制
度
に
該
当
し

な
い
60
歳
以
上
の
人
で
、

精
神
的
ま
た
は
身
体
的
障

害
に
よ
り
日
常
生
活
を
営

む
う
え
で
、
現
に
支
障
が

あ
る
と
住
ま
い
の
改
良
相

談
員
が
認
め
た
人
の
い
る

世
帯

●
増
改
築
型（
増
築・改
築
の
場
合
）

　
特
別
型
の
対
象
世
帯
（（
３
）

を
除
く
）
お
よ
び
こ
れ
ら
の
人
と

同
居
し
よ
う
と
し
て
い
る
世
帯

【
注
意
事
項
】

○
新
築
や
建
て
替
え
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

○
所
得
制
限
や
工
事
内
容
、
障
害

の
程
度
に
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
工
事
の
計
画
段
階
で

健
康
福
祉
課
に
ご
相
談
の
う

え
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
工

事
の
着
工
後
は
、
申
請
を
お
受

け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）。

○
産
業
課
が
実
施
す
る
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
補
助
事
業
と
の
併
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】

　
健
康
福
祉
課
　
高
年
障
害
係

　
☎
492
９
１
３
７

1011 2015. 62015. 6


